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重要事項説明書 

（介護予防）短期入所療養介護 

１．法人の概要 

法人名 特定医療法人社団研精会 

設立年月日 昭和４６年４月２４日 

法人住所 東京都調布市東つつじケ丘２－３６－１ 

電話番号   ０４２－３５０－５５２５ 

代表者名 石坂 真一郎 

 

２．施設の概要 

（１）施設の名称等 

施設名 特定医療法人社団研精会 介護医療院はこね仙石原 

開設年月日 平成３１年１月１日 

((介護予防)短期入所療養介護指定年月日：令和 2 年 4 月 1 日 

所在地 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２８５ 

電話番号  ０４６０－８４－９１１１ ＦＡＸ番号  ０４６０－８４－５６２１ 

管理者名 永井 努 

介護保険事業者番号 14B1500016 

（２）介護医療院の目的と運営方針 

    介護医療院は、長期にわたり療養が必要な方に対し、看護、医学的管理の下での介護やリハビ

リテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護医療院サービスを提供するこ

とで、入所者の能力に応じた日常生活を営んで頂く事を目的とした施設です。この目的に沿って、

当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用くださ

い。 

  《介護医療院はこね仙石原の運営方針》 

  「当施設は、看護、医学的管理の下での介護及び機能訓練等が必要な要介護者を対象とし、明るく

家庭的な雰囲気と地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うものとする。また、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるとともに、市区町村、

居宅介護支援事業者等の他の保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとす

る。」 

（３）施設の職員体制                        （令和 5 年 6 月 1 日現在） 

職   種  

管理者（兼医師） 常勤 1 名 (常勤換算 0.2 以上) 

医 師 (常勤換算  1.0 以上) 

薬剤師 (常勤換算  0.4 以上) 

放射線技師 (常勤換算 0.2 以上) 

理学療法士 (常勤換算 1.0 以上) 

作業療法士 (常勤換算 1.0 以上) 

言語聴覚士 (常勤換算 1.0 以上) 

管理栄養士 常勤 1 名以上 (常勤換算 0.5 以上) 
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介護支援専門員 常勤 1 名以上 (常勤換算 1.0 以上) 

2 階東 看護職員 (常勤換算 6.9 以上) 

2 階東 介護職員 (常勤換算  8.0 以上) 

3 階東 看護職員 (常勤換算  6.9 以上) 

3 階東 介護職員 (常勤換算  8.0 以上) 

 

（４）定員等    ＊定 員  空床を利用し（介護予防を含む）８名までとします。 

          ＊療養室  ４人室 16 室 個室 14 室 特別個室 4 室 

（５）送迎の実施地域 

    短期入所療養介護の送迎実施地域は、箱根町全域とします。 

３．サービス内容 

 ① 短期入所療養介護計画の立案 

 ② 食事（朝食・昼食・夕食） 

 ③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽で対応します。入所利用者は、週

に最低２回ご利用いただきます。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理 

⑤ (介護予防)短期入所療養介護計画に基づく看護及び介護 

⑥ リハビリテーション、レクリエーション 

 ⑧ 相談援助サービス 

 ⑨ 栄養管理、栄養ケア･マネジメント等の栄養状態の管理 

⑩ 理美容サービス（原則月１回実施します。） 

⑪ 入退所時の送迎サービス 

 ⑫ 行政手続代行 

 

４．併設サービス事業 

 ○ 介護医療院サービス 

 

５．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

 ○協力医療機関 

  特定医療法人社団研精会 箱根リハビリテーション病院（併設） 

医療法人同愛会 小澤病院（神奈川県小田原市本町 1 丁目 1 番 17 号） 

 ○協力歯科医療機関 

  特定医療法人社団研精会 箱根リハビリテーション病院 歯科（併設） 

 

 

 ※緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、利用者又は家族等から指定された連絡先に連絡します。 
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６．施設利用に当たっての留意事項 

  ・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。 

   食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影

響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容が重要になり

ますので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

  ・ 面会時間は、午前９時より午後７時までとさせていただきます。 

  ・ 外出、外泊をご希望される場合は、事前に許可願を提出してください。 

  ・ 火気の取扱には十分にご注意ください。 

  ・ 金銭等の貴重品については、施設事務所管理とさせていただきます。 

  ・ 飲酒、宗教活動、ペットの持ち込み、他利用者への迷惑行為は禁止とさせていただきます。 

 

７．非常災害対策 

  当施設では、各種災害に備え防火管理者を定め、防災計画及び非常災害対策計画の作成、防災設備

の保守点検、消化訓練、通報訓練及び避難訓練（年２回）を実施し、利用者の安全に努めています。 

 

８．職員の質の確保 

  施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。 

 

９．事故発生対応 

  サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行います。 

施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科

医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

 

１０．要望及び苦情等の相談 

  下記担当者へ、ご相談いただければ迅速に対応します。 

        担当者             （電話０４６０－８４－９１１１） 

 〈公的機関への苦情申出〉 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

           介護苦情相談係 

電話 ０４５－３２９－３４４７ 

電話 ０５７０－０２２１１０ 

F AX ０５７０－０３３１１０ 

利
用
者
住
所
地
の 

市
区
町
村 

箱根町福祉部福祉課 ０４６０－８５－７７９０ 

小田原市福祉健康部高齢介護課 ０４６５－３３－１８４１ 

御殿場市介護福祉課 ０５５０－８２－４１３４ 

その他の市区町村 別紙参照 
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※利用者負担のご説明 

  介護医療院をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる通常１割の自己負担分と保

険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な費用等）を利用料としてお支払い

いただきます。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在する地域や配置する職員の数などで異なり、

保険給付対象外の費用についても、施設ごとの設定となっております。当施設の利用者負担につきま

しては、入所利用料金表をご参照ください。また、利用料とは別に、利用者が選択するリース品をご

利用いただけます。（外部業者委託） 

 

 

 

当施設の入所利用について、重要事項を説明し、重要事項説明書を交付しました。 

    令和   年   月   日 

特定医療法人社団研精会介護医療院はこね仙石原 

（説明者）              

                                               

【確認欄】 

 特定医療法人社団研精会介護医療院はこね仙石原の入所利用について、担当者からの説明を受け、そ

の内容に同意し、交付を受けました。 

    令和   年   月   日 

＜利用者＞ 

（住所）                 

（氏名）                 


